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　現在、大阪市の同和行政が厳しい批
判の対象となっている。慢性赤字経営
となっていた芦原病院への、巨額な公
的債権放棄がその一つである。もう一
つは、部落解放同盟大阪府連飛鳥支部
の支部長（当時）であった小西邦彦容疑
者が、同和行政に絡む巨額な公金を私
物化し、私腹を肥やしていたという事
件である。着服金は、複数口座の預貯金
として蓄積されていたほか、女性用ア
クセサリー、高級外車購入などに使わ
れていた。いずれも大々的にマスコミ
に取り上げられている。

　芦原病院の経営問題はいったんおく
として、小西邦彦容疑者の着服行為に
ついては言語道断の行為である。まし
てや暴力団との繋がりまで明らかにな
るに及んでは、情けないのを通り越し
て呆れるばかりである。報道では、本人
はすでに容疑事実を認めている様子で
ある。であるとすれば、部落解放同盟と

しては、この事
件の原因と責任
の所在をきちん
と説明すべきで
あろう。なぜな
ら、容疑として

の着服行為は実に長期にわたり、また
あからさまに行われていたからである。
行政も部落解放同盟も、なぜこれを放
置してきたのか。近く府連は除名処分
にするという。しかし、「捜査機関では
ない。疑惑だけで処分できなかった」
（日本経済新聞06年5月29日夕刊「先望
鏡」）という反論にも、余り説得力を感
じないのは私だけか。

　それに長年気づかなかった、あるい
は容易に見抜けなかった、というなら
ば、それを見逃し、許してしまうような
文化的・構造的欠陥がどこかにあった
といわれても仕方がない。これは明ら
かに、当事者団体としての部落解放同
盟の社会的信用を失墜させる行為であ
ることを厳しく自覚しなくてはならな
い。そのような構造がどのようにして
生まれたかを直視し、それを今後いか
にして克服するかを、社会に対して説
明する責任を果たすべきである。そう
でなくては、当事者団体、市民団体とし
ての社会的責任が果たせないのではな
いか。今まさに、部落解放同盟の、ガバ
ナビリティ（自己統治能力）が問われて
いるのである。迅速に行動すべきであ
ろう。
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　それだけではない、「これは必ず同和
バッシングになる」と北口末広氏が深
い懸念を示しているとおり（同じく日
経）、事態はその方向に向かいつつあ
る。マスコミにおける同和行政批判が
これによって加速し、同和行政イコー
ル利権の私物化、というイメージが定
着するならば、未だなお厳しさを増す
同和問題の実在は焦点ぼけしてしまい、
自治体の同和行政担当職員の士気にも
大きく響くことになる。特別措置法時
代の終わりは、新たな自治体責任（自治
事務）としての同和行政の時代でもあ
る。つまり、主権者としての自治体市民
の不信感を買い、担当自治体職員の使
命感を損なうような行為は、徹底的に
批判されなくてはならない。

　たしかに、小西容疑者のように、厳し
い差別がもたらす社会的疎外の結果、
暴力団構成員となる人びとがいること
は否定できない。しかし、過去に暴力団
構成員であった経歴をもつ人が、現在

運動に取り組んでいる、ということと、
現在も暴力団構成員である（あるいは
その繋がりがある）ということとは、全
く事の次元が違う。しかし、このような
実態が残存していたからこそ、「エセ同
和」がはびこり、彼らにつけ込まれる余
地が生まれるのである。このような行
為は、同盟員がなした行為であっても
まさにエセ同和行為そのものである。
エセ同和行為は、乱暴な威圧、恫喝的言
動・行動がその特徴である。互いの人権
を尊重し合う、という前提に立てば、そ
のような手法が人権の視点からはほど
遠いことなど、誰にでも分かる道理で
あろう。暴力的威圧、恫喝の反人権的文
化を許してはな
らない。それは、
同和行政の私物
化を許さない、
ということにも
通じるのであ
る。



4

（評議員）

　近頃、「正義とは何か？」を問うこと
よりも「バレないことが正義」と考える
風潮がつよくなっている。
　私は一人の障害者として、「精神看護
エクスペール　１７巻　精神看護と法・
倫理」（中山書店）に「障害者自立支援
法に対する思い」として、次の文章を入
れた。

……法律があまりにも急に成立をした
ことに対し、我々の怒りと悲しみは非
常に大きなものがある。現行の政府与
党（自民党・公明党）は結果責任を負い、
障害者に対する人権侵害が実証された
時には、「挙証責任」をもって応えてほ
しいものである……

　◆挙証責任
訴訟上、裁判所はある事実の存否に
ついて証拠から判断できない場合、
存否いずれかに仮定して裁判がなさ
れるが、その仮定によって受ける当
事者の不利益をいう。
刑事訴訟法では検察官が、民事訴訟
では原告が挙証責任を負う。立証責
任・証明責任ともいう。たとえば、金
銭を貸したということが証明できな
い場合、金銭は貸していないとされ
て訴訟は進行するなどである。

　さて、橋本龍太郎元首相の１億円の
やりとりを例に考えてみると、政治家
の「結果責任」を問う限りにおいて、彼
はクロとされる。なぜなら、「金を貸し
た」と言う人がおり、企業があるからで
ある。しかし、刑事事件で裁けなかった
のは、「政治家としての彼に国民に対す
る誠実さ」と「挙証責任」がなかったこ
とに尽きる…と私は思う。昔からの法
に対する諺に「挙証責任を負う者は敗
ける」というものがある。彼はこのこと
を知っており、「皆さんがそうおっしゃ
るならそうでしょう」、しかし「私は知
らない」という形で逃げたのである。
　もし、「国家と国民に責任をもって応
える政治家」ならば、それこそ「政治家
としての私を貶める者」として原告の
側に立ち、挙証責任をもって証明すべ
きであろう。しかし、彼は原告になるこ
とをしなかった。これが挙証責任を持
たない者のずる
さである。

　政治家がこれ
をすると、公務
員・国家資格者
から、はては民
間企業も真似る
ことになる。ア
メリカでは、こ



のズルサの被害者が医療において輩出
したことから、専門職としてのサービ
ス提供者は被告となっても挙証責任を
持つ者とされており、自らを証明する
責任を持たされる。
　日本でもこのことを考えないと、差

別や疎外が腹の内（証明されない心の
内）で拡がり、「泣き寝入り」の現実がふ
えるおそれがある。バレないこと（自ら
判断しないこと）は正義ではないことを
訴えたい。

　今の私の「マイブーム」は古代ロー
マ史。と言っても難しい歴史読み物を
手にしているわけではありません。４
年前、私の目がイタリアに向きはじめ
た頃から読み始めた作家塩野七生氏の
著作を通してであります。
　なぜイタリアか？それは私の仕事の
中心となっている｢オカリナ｣が生まれ

ブードｳリオ

たのが北伊のBudrioという小さなまち
であったことが発端です。それからと
いうもの毎年１回ないし２回渡伊して
は向こうに友人を作ってきています。

　さて、話を元にもどして、ある一面
からだけではありますが「古代ローマ
史」にふれていると、その成り立ちや
繁栄の過程でとても寛大な性向がうか
がい知れるのです。思わず心の中で「す
ごい！」という感嘆の声が出てきます。
敗者をもそのまま受け入れ、その生活
様式や信教などを変えさせたりしない。
他者のよいところは学び取り入れてい
く。あくまでも今私が触れている時代
に限ってのことかも知れませんが。

　しかし、現代の人間が古代を超えてい
るとはとうてい思えません。少しの違い
を受け入れられなかったり、他者の信教
を認められなかったり、とても寂しいこ
とだけれども現実です。

　ところで、今でも結婚や就職では｢差
別｣行為が大きな力をもってまかり通っ
ているということを新聞報道などで知る
機会にふれ、私たち日本人の小ささを見
せつけられる思いになります。しかし、
「寂しいこと」で終わらせられない事実
です。このことを考える時、私のなかで
は領家先生がお話された一つのことがよ
みがえります。
－－視点を変えて考えよう。悲しい寂しい
ことをする人たちと同じレベルにたつの
ではなく。

（評議員）】
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●地域就労支援センター
豊中市三和町１丁目１番６３号
市立労働会館内
ＴＥＬ ０６－６３３４－５２１１
ＦＡＸ ０６－６３３４－５２１６
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～雨あがりが最高です｡

一つ目のトンネルをぬけると一庫ダム｡ 緑と風がどっとせ

まってきます｡ 七つ目をすぎるとそこは能勢～

　新緑が目にしみる季節です｡緑があり
風を感じれるのは気分がいいです｡箕面
の山並がくっきり見えるだけでもほっと
します｡池田での渋滞がなければ50分で
緑の真っ只中です｡池田へも､箕面から抜
ける道を走るのがおすすめです｡173 号
線を亀岡方面へ｡
　トンネルを通過するごとに感じる風が
違ってきます(冬は寒さが)｡緑の薫りが
強くなってきます｡ゆっくりと走る軽ト
ラの後につけば曲りくねった道の左右の
景色を楽しめます｡七つ目のトンネルを
すぎると能勢です｡田や畑の中の町並み
を走り､汐の湯温泉を過ぎ､さらに少し走
ると､るり渓手前の急坂へと続く山道に
入ります｡まもなく右手にログハウスが
現れます｡ここが､オーガニックカフェ
“気遊”です（下の写真）｡
　なまえどおり､気と遊んでいる､という
ことを感じとれます｡室内でももちろん

ですが､この季節はウッドデッキが絶対
オススメです｡173号線沿いということ
を感じさせない静かさもあります｡
ハーブを使ったカレーでも､マスター手
作りの窯で焼かれたパンでも食して､
デザート､ハーブティなど味わい､緑の
中に身を置き､風の音・薫りに浸りきっ
て､ゆっくりとした､時間の流れにまか
せてください｡ 生き返ります｡
　ライブもやっています｡でも私は一度
行ったきりで､懲りごりです｡私が行く
のは昼です｡夜はほんとうに真っ暗なん
です｡漆黒の闇というのをはじめて経験
しました｡往路とは逆に､七つ目のトン
ネルを過ぎ､山下の街の灯りを見るまで
は､必死のハンドル捌きでした｡
　なにはともあれ､機会があれば､通り
過ぎないで立ち寄ってみてください｡
ゆったりとした気分で､ゆったりとした
時間をとれる余裕がある時はぜひに…。
(月・火は休み)

　市内にもお気に入りの道と場所があ
ります｡一つは､豊中市・伊丹市クリー
ンランド手前数百メートルです｡桜の季
節は特にいいです。緑もいいです｡そし
て､クリーンランド５階のレストラン
｢天空｣です（次項の写真）｡南側が総ガ



ラスで､広々とした店内は落ち着きま
す｡ 猪名川をへだてて､園田競馬場が真
下に見えます｡平日の開催日なら､音は
ありませんが､レースが見放題です｡大
阪の街も180度見渡せます｡欲を言えば､
ランチの品数と味とコーヒーがもう少
し…だったらいいのですが…｡

　二つは､二ノ切から､千里中央へ抜け
る､ 南丘小､九中の道です｡桜の季節も今
の緑もいいです｡そして､千里中央サイ
エンスビルの１階吹き抜けロビーです｡
昼時は混雑していますが､少し外すと､
エスプレッソのＷを飲みながら本を読
むのに最適です｡近辺では有数の品揃え
の田村書店で､ミステリーの文庫本を手
に入れれば言うことなしです｡陽と風を
感じることができます｡

　三つは､ぜんぜんロマンチックじゃな
い､ロマンチック街道の野畑橋から新御
堂へ抜ける北緑丘の道です｡名前通り
に､今の季節の緑がいいです｡
　最後に季節は外れましたが､桜の穴場
です｡豊中保健所と市役所の間にある墓
地の桜が見事です｡季節には車を止めて
桜を見上げながら昼寝でもすれば言う
ことありません｡

2005年4月～2009年3月（五十音順・敬称略）

　　　　　【理事】

島田　勝彦　（豊中地域）
中川　幾郎　（帝塚山大学）
西村　寿子　（部落解放・人権研究所）
平尾　和　　（市民活動ネットきずな）
前田　勝正　（蛍池地域）
溝口　正美　（豊中地域）
八塚　勇一　（豊中地域）
山本　重義　（蛍池地域）
領家　穰　　（関西学院大学名誉教授）

　　　　　【評議員】

アン・ケーリ　（神戸女子大学）　
石原　敏　　　（市民）
大川　一夫　　（弁護士）
岸本　賢一　　（企業人権協）
小林　理子  　（市民）
島田　忠雄  　（人権協）
島田　房美  　（豊中地域）
高野　アヤ子 （人権協）
田中　渡　  　（校区社協）
谷村　政廣  　（市民）
玉置　好徳  　（梅花大学）
西田　正一  　（蛍池地域）
花村　こずえ （蛍池地域）
藤田　哲也   （市人権）
本郷　和平　　（人権文化部長）
村上　茂之　　（健康福祉部長）
山口　博之　　（市民）
山田　輝雄　　（豊中地域）
山元　行博　　（教育次長）

※岸本、藤田、山元さんが新任です。

　【監事】
北村　倫伸　　（摂津水都信金）
谷村　政廣  　（市民）　

※二人とも新任です。

役員一覧役員一覧役員一覧役員一覧役員一覧
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○住宅のちらしに「人権まちづくりセ
ンター」が載らなかったことを教材に
と話し合ってきたが、去年、それを保育
所が人形劇「地図から消された忍者村」
として取り組んだ。学校でも活かせる
のではないか。（保護者）

○「ぼくも結婚差別受けるんかな？」と
親に聞いた子ども、卒業式のあと「仲良
しはできたけど、ほんまのことを言え
る友だちはできなかった。これからつ
くっていく」と言った子ども、学校の職
員は重い宿題を背負ったと認識してい
る。（五中）

○「１枚のちらし」「返された遊び券」
「解放子ども会」などに取り組んだ当
時、家庭訪問をして保護者と部落問題
について話をしてきた。部落差別が顕
在化していない今、どう取り組むか考
えていかなくてはならない。（克明小）

○一昨年の全同教での五中の報告に
あった「ぼくは、こういう場には参加し
ていたい」という気持ちがよくわかる。
（克明小）

○当たり前のように「子ども会」で知っ
て大きくなった。同じ痛みを持つ友だ
ち、相談できる先生や大人がいた。娘は
どこに相談しにいくのか不安でしかた
がない。何かあったとき支えられる友
だちをつくってほしい。勉強も大切だ
けど、人間をつくってほしい。いっしょ
につくっていきたい。（保護者）

○子どもが高校生になって、このあい
だの集まりから帰って、「Ａちゃん来て
たで」と言うと、｢なんで電話してくれ
へんかったん、おれ行ったのに…｣と
言ったのがうれしかった。下の子も中
学に上がったら同じ学年の子とつな
がってほしい。（保護者）

○子どもたちが集まったときはみんな
いい顔をし
ている。成
長するなか
でつらい時
期もある
が、 つな
がって乗り

去年の反省をふまえ、今年度は学期に２回は必ず集まろうと、1回目を5月10日にもち
ました。何と総勢47人（保護者・支部：5、センター保育所：6、児童館：3、五中：18、
克明小：15）もの参加で会場がいっぱいになりました。ほとんどが初顔あわせで、少し
緊張したムードの中、自己紹介からスタート。つぎに、それぞれから今年の取り組みに
ついての報告、それをうけてのフリートークであっという間に2時間が過ぎました。以
下は、江尻さん（克明小）にまとめてもらった概要のフリートークの部分です。
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越えていってほしい。（保護者）

また、特に若い１年目の先生からコ
メントをもらいました。
○自分が中学生のときは人権教育もあ
まりなかった。子どもとともに勉強し
ていきたい。

○他県から大阪に来て、保育所からし
ていると聞いて驚いた。勉強していき
たい。

○「子ども会」の友だちがいっぱいい
た。大学へ行って、知らない人がいるこ
とに驚いた。伝えていきたいと思った。

○「子どもたちが胸をはれるように」
「笑顔でいられるように」という言葉が
印象に残った。

47人の立場や年齢はもちろん、生
活体験もちがい、共通項を見つけ
ることは不可能に近いですが、部
落問題と向き合おうとする気持ち
や思いでつながり、それが子ども
たちの確かな道を拓いていくとり
くみを生み出すエネルギーになっ
ていけばと思います。47人の輪が
広がっていくことも…。　
　　　　　　　　　（佐々木寛治）

○豊中出身だがあまり知らない。自分
がここにいていいのかと思うが、でき
ることをしていきたい。参加していき
たい。　
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事件の発端事件の発端事件の発端事件の発端事件の発端
加古川市のＡさんと興信所の経営を
していたＧさんとの間でお金の貸し借
りがあり、ＧさんはＡさんに「お金を返
した」と言い、Ａさんは「返してもらっ
てない」ということになり、ＡさんがＧ
さんを訴え、Ｇさんは「私はお金を返し
てる」と興信所の業務日誌を出しまし
た。その中に「戸籍を取った」とか「部
落地名総鑑のやりとりがあった」とか
いうことが書かれていたわけです。
それを見つけたＡさんが解放同盟兵
庫県連の方に「こんな日誌が書かれて
います、これは大変な問題です、同和地
区の人の戸籍が調べられています」と
連絡し、兵庫県連が立ち上がった訳で
す。いろんな人に事情聴取して、Ｙ元行
政書士が６５３件も不正に戸籍を取得
していたこと、Ｋ元行政書士が２２０
０枚も不正に戸籍の職務上請求をおこ
なっていたこと、Ｔ行政書士が１８０
０枚も不正に職務上請求をおこなって
いたことなどが明らかになりました。

不正入手が判明不正入手が判明不正入手が判明不正入手が判明不正入手が判明
昨年４月の神戸新聞には、
「開業したのは７年前、閑静な住宅内
にある自宅敷地内に事務所を開設した。
依頼が少なく看板を出した以上もっと仕
事をしたいという気持ちがあったと当時
をふりかえった。不正取得に関わったの
は約４年前（２００１年頃）、突然、加
古川市の興信所から電話があり、『弁護
士に依頼された調査報告書をつくるため
住民票と戸籍謄本がほしい』と言われた
わけです。その加古川の興信所とは全然
取引もなく名前も知らない、戸籍に記載
されている人からの依頼ではないという
ことも分かっていたが、これも仕事と思
い、戸籍を取った」
と書かれています。
つまり、全然知らない興信所の人か
ら「この戸籍を取って」と頼まれて、本
人（戸籍を取られた人物）は全然そんな
こと言ってないのに「これも行政書士の
仕事かな？」と思って取ったということ
です。その後もずっと「仕事として処理
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しなくてはいけない気持ちになった」
とか、一方では「他の人もやっているの
ではないか」とか言い、最後、このこと
がやってはいけないことだと分かり
「私は軽率だった」と言っています。し
かし、軽率では許されない問題です。

「「「「「職職職職職務務務務務上上上上上請請請請請求求求求求書書書書書」」」」」を使えばフリーパを使えばフリーパを使えばフリーパを使えばフリーパを使えばフリーパ
ススススス
ある人とある人が結婚する場合、片
方の人が同和地区の人とは結婚したく
ない、確実にこの人が同和地区出身で
はないということを明らかにしたいと
思っている人が大阪府民の中に何人も
います。そういう人が興信所に「調べて
ください」と話します。興信所の人は自
分では戸籍を取れないので、他人の戸
籍や住民票を簡単に取れる「職務上請
求書」を使える行政書士を使って取っ
ていたということです。「使用目的」の
欄には「相続資料」と書くだけで取れ
た、つまり、行政書士はやりたい放題と
いうわけです。

同和地区かどうかを調べる同和地区かどうかを調べる同和地区かどうかを調べる同和地区かどうかを調べる同和地区かどうかを調べる
その後、興信所は行政書士から戸籍
や住民票をもらって部落地名総鑑と照
合していたというのは間違いないです。
それから「依頼者への返答」は、書類は
一切書かれなかった。「この人は同和地
区の人ではありません」とか「この人は
どこそこの地区の同和地区の出身者の
方です」というのは全部電話でされて
いた。つまり。証拠を残さないようにさ
れていたというのが明らかになりまし
た。ですから未だに証拠が出てこない

んです。また、興信所、府民、行政書士
の中で金のやりとりがあったというこ
ともわかっています。

とられている本人はわからないとられている本人はわからないとられている本人はわからないとられている本人はわからないとられている本人はわからない
豊中市が関係するＩという行政書士
もいます。結婚される二人の方がいて、
色々話をしていると、なんか知らんけ
ど自分のことを相手の人が全部知って
いる、なんであの人は私のことを知っ
ているんやろう？ということで、おか
しいということで情報公開請求をやっ
たわけです。そしたら全然頼んでない
行政書士が戸籍を取っていたというこ
とがわかりました。ですから、行政書士
や弁護士や司法書士がどれだけ戸籍や
住民票を取っていてもわかりません、
教えてくれませんから。要するに絶え
ず自分が役所にいって情報公開請求を
やって「私の戸籍取られてませんか？」
と心配しないといけないシステムに今
はなっています。
本来行政書士や弁護士がやらなあか
ん仕事に支障をきたすということで、
本人通知はできないと言われています。
ですけど、「私たちの人権が侵害されて
いるのになんで教えてくれないのか？」
ということで今、「本人通知の制度をな
んとかつくってくれないか」と国に対
して求めていってます。

不正防止の手立てを不正防止の手立てを不正防止の手立てを不正防止の手立てを不正防止の手立てを
こうした流れが構造的で常態化して
いることが明らかになってきたわけで
すが、まだ氷山の一角しかわかってい
ません。このシステムを何とか変えて
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いかないといけないと、いろんなとり
くみをしてます。
たとえば行政書士会とか弁護士会の
大阪や全国の本部があります。でも、職
務上請求用紙の依頼者欄があるのは行
政書士会だけで、あとは依頼者欄がな
いんです。司法書士会も弁護士会も税
理士会も…。要するに誰から依頼され
たかわからない書類だったり、目的を
書かなくてもいい様式になっているん
です。行政書士の場合は大分縛りがか
かりましたけど、他の場合はまだやり
たい放題という状況が続いています。
ですから何とか「行政書士会のような
用紙にしてください」とか、「たくさん
用紙を取っている人がいればチェック
してもらえませんか？」と働きかけて
います。ＴやＫやＹは毎月、何百通も
使ってたんです。でも、誰もチェックし
なかったんです。何とか戸籍等の不正
入手がなくなるような方策をお願いし
ています。

「「「「「部部部部部落落落落落地地地地地名名名名名総総総総総鑑鑑鑑鑑鑑」」」」」の根絶をの根絶をの根絶をの根絶をの根絶を
　それから「部落地名総鑑」は興信所に
は必ずあって、やりとりされているだ
ろう思います。「持っているでしょ
う？」と言っても「分かりました」と、
出してはくれません。持っていた人に、

「これはあか
んやろう。
こんな戸籍
取って、地
名総鑑と照
合してこの
人が同和地

区に住んでるかどうか調べて、その人
の結婚が破談になったあなたの責任は
どうするねん」とずっと話をして、やっ
と地名総鑑が出てきたわけです。
出させるのはもちろんですけど、こ
ういう本が犯罪になるという法律をつ
くっていかないといけないと思うんで
す。「人権侵害救済法」という法律を求
めていますけど、政府は「人権擁護法
案」という法律にしています。その「人
権擁護法案」の中でも、インターネット
に部落の地名を書いたり、本の売り買
いをしたら犯罪だと、それは差別だと
書いてあるわけです。ですから今、部落
地名総鑑がいろんなところにあるのに、
だれも取り締まることができない。こ
んな世の中にしてはいけないというこ
とで、もっと広範な世論を結集して人
権侵害救済法をなんとか勝ち取ってい
きたいと思います。

　差別は犯罪、差別は犯罪、差別は犯罪、差別は犯罪、差別は犯罪、刑事罰を刑事罰を刑事罰を刑事罰を刑事罰を
この事件でもう一つ判明したことは、
行政書士がこんな悪いことをしても、
「過料」という罰金だけです。要するに
人の幸せな結婚を左右し、不幸のどん
底に落とす行為をやっても罰金何万円
です。こんなひどいことやったんだか
ら、「行政罰だけではなく、やっぱり刑
事罰もいるのではないか」「人の命を奪
うような犯罪だ」ということで、刑事罰
を与えるべきではないかということで
す。
それと興信所です。こんなひどいシ
ステムつくってやっているのに何の罪
も問われないんです。行政罰も刑事罰
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もなく、やりたい放題です。金を儲けて
お咎めなしとは「ひどいのではないか」
ということです。大阪では興信所探偵
社の規制条例というのがありますけど、
それも行政罰で刑事罰はないんです。
これは大阪だけですから、兵庫県で興
信所やっている人には全然役に立たな
いんです。ですから、「なんとか取り締
まるような法律を作ってくれないか」
と国会で質問したら、法務大臣が「これ
はなんとかしないといけない」という
ことで行政書士らを書類送検しました。
つまり、今までこの人たちには行政罰
しか与えられず、過料という罰金のみ
だったが、これは犯罪行為だというこ
とで刑事事件として立証しようという
形になってきています。「弁護士も理由
明示を」との報道もあるように、行政書
士だけいくら良い用紙を作ってもいけ
ないわけで、「理由をちゃんと書かせ
る」とか「依頼者欄」を作るというのも
やっと出てきました。

不正に戸籍をとられた人に説明を不正に戸籍をとられた人に説明を不正に戸籍をとられた人に説明を不正に戸籍をとられた人に説明を不正に戸籍をとられた人に説明を
市町村に対しては戸籍を取られた人
の家にいって「すいませんでした。職務
上請求というかたちで法律には違反し
ていない正式な手続きですけども、戸
籍を渡してしまいました。ただ、後でこ
の人たちが、それを商売にして悪いこ
とに使っているということが分かりま
した、申し訳ありません」と謝罪にいっ
てほしいとお願いをしています。市の
方では誰が、いつ頃、どんな理由で取っ
たか分かるので、取られた人の家に
行って「２００４年の５月に住民票が

取られています、何か思い当たる節はあ
りませんか？」と。そして、「この悪い
行政書士から、その住民票を奪い返しま
す」と。たぶん持ってないとは思うんで
すけども、こういう取り組みを全市町村
でやってほしい」と働きかけています。

身元調査をする側にも問題身元調査をする側にも問題身元調査をする側にも問題身元調査をする側にも問題身元調査をする側にも問題
こういうシステムが今なお残ってい
るということと、「調べてほしい」とい
う府民がいることが問題です。興信所も
行政書士も悪いですけども、結婚の時に
「なんとか同和地区の人とは結婚したく
ない」と思っている府民がいるんです。
去年の府民の意識調査でも結婚するとき
に同和地区かどうか調べたいという人が
２割います。「家族に障害者がいるとい
うことが気になる」とか「在日の人であ
ることが気になる」というのがパーセン
テージで出ています。また「身元調査も
仕方がない」といっている府民が大体５
割です。ですからこういう商売が成り立
つわけです。
それで「身元調査お断り運動」をしよ
う、府民の考え方も変えていってもらお
うということで住民運動をやっていこう
と提案しようということになっておりま
す。ぜひとも地域でこういう差別を商う
システムをなくしていく、潰していくと
りくみ
をお願
いした
いと思
います。
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豊中人権まちづくりセンター２階の「資料室」
では、部落問題をはじめとする様々な人権問題
に関する書籍・資料等を収集し、閲覧、貸し出
しを無料でおこなっています。部落問題や他の
人権問題の解決に向けた学習、調査研究等に役
立てていただければ幸いです。ぜひ、お気軽に
お立ち寄りください。

●「裁判と人権　平和に幸福に生きるための法律ばなし」
　　著者　大川　一夫　　出版社　一葉社
●「和人文化論　その機軸の発見」
　　著者　川元　祥一　　出版社　御茶の水書房
「モノになる動物のからだ　骨・血・筋・臓器の利用史」
　　著者　中島　久恵　　出版社　批評社
●「14階段　検証新潟少女 9年 2ヶ月監禁事件」
　　著者　窪田　順生　　出版社　小学館
●「壊れる男たち　セクハラはなぜ繰り返されるのか」
　　著者　金子　雅臣　　出版社　岩波書店
●「差別とハンセン病「柊の垣根」は今も」
　　著者　畑谷　史代　　出版社　平凡社

新刊図書のご案内

月曜日～土曜日の８時４５分～１７時１５分までご
利用いただけます。
センター休館日（日曜・祝日・年末年始）はお休み
です。
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